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２０１０年８月５日

「権利制限の一般規定」に関する意見

社団法人日本新聞協会

新聞著作権小委員会

１．一般規定導入の要否

・ 日本新聞協会としては、権利制限の一般規定導入に改めて反対する。

・ 中間まとめに対するパブリックコメントで、一般規定を導入する立法事実の有無に関

する論議が足りないとの指摘が複数寄せられている。また、パブリックコメントを読

むと、権利者と利用者の意見は依然、隔たりが大きい。このような状況下で、導入あ

りきの論議を進めることは拙速である。今後もあくまで一般規定導入の要否を含めて

議論されるべきである。

２．一般規定導入の効果・影響

・ 日本国内ではコンプライアンス意識が高い企業ほど抑制的に行動すると思われ、一般

規定導入が「委縮効果」解消につながるかどうかには、疑問がある。あいまいな権利

制限規定を導入すると、「委縮効果」は解消されず、逆に、不正な利用や侵害行為に対

する抑制効果が減殺されるという皮肉な結果をもたらしかねない。「委縮効果」を減ら

すためならば、個別規定導入のスピードアップを図ることにより明確性を確保した方

が、権利者・利用者双方にとって有益である。

・ 権利侵害の際に「フェアユース」を意識的に主張する「居直り侵害者」の蔓延の恐れ

がしばしば指摘されているが、新たに「思い込み侵害者」の問題も提起したい。これ

は、理解不足や誤解によって、「フェアユース」だから問題がないと思い込む侵害者

のことである。新たな規定導入により、権利侵害は一段と深刻になる恐れがある。

・ 法定損害や懲罰的賠償などの法制度が整備されていないのに一般規定を拙速に導入す

れば、侵害行為が更に拡大、蔓延する事態が憂慮される。

３．権利制限の対象

（１）ＡＢＣ類型

・ 中間まとめで示されたＡＢＣ類型は、適用範囲や判断基準があいまいで、予見可能性、

法的安定性が乏しいとの印象を受ける。７月２２日の法制問題小委員会でも、Ａ、Ｃ

類型の適用範囲に関し、委員の間で見解にいまだ隔たりがあり、類型的にまとまって

いないのではないかという意見も出ていた。このような状況下で一般規定が導入され

ても、権利者・利用者の双方に混乱が生じることは必至である。

・ ＡＢＣ類型それぞれの定義が、法制問題小委員会が昨年夏のヒアリングで収集した
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１００以上の具体的検討課題のどれを適法とするためなのか示されていない。

・ ＡＢＣ類型のいずれも、現行法で具体的に不都合があるならば、不都合に即した個別

規定の創設・改正で対応した方が明確である。

・ Ａ類型の適用範囲について、７月２２日の法制問題小委員会でも、「写り込み」だけな

のか、形式的侵害一般を指すのか、委員間で意見が分かれていた。また、「写り込み」

だけを想定するならば、個別規定を設けることで十分である。

・ Ｃ類型の定義「知覚することを通じてこれを享受するための利用とは評価されない利

用」は不明確で、どのような利用形態がこれに当たるのか分からない。具体例も乏し

く、グーグルブックサーチの事例まで該当するとの指摘があるほど、極めて広範な適

用が可能なように読める。

・ Ｃ類型については特に、規定ぶりや解釈によって規定の射程が著しく変動する恐れが

ある。他の種類の著作物とは大きく異なる性質がある「プログラムの著作物」の扱い

を含め、さらなる慎重な議論、検討が必要である。

（２）その他（企業内での出版物等の複製）

・ パブリックコメントに「企業内の出版物複製」などを一般規定の対象とすべきである

との意見が出されているが、現状の理解が十分でないと言わざるを得ない。新聞社・

出版社など１４００団体と１万２０００人超の著作者から、著作物の複製利用にかか

わる権利の管理を受託している主要３団体（日本複写権センター、学術著作権協会、

出版者著作権管理機構）だけでも、「企業内での著作物の複製利用許諾」の年間使用料

収入は２００８年度で１０億円を超えている。これとは別に、全国の新聞各社も個別

に使用料を伴う記事の利用許諾を行っており、全国紙５紙だけでも年間許諾件数は１

万５０００件を超えるものと推定される。「企業内での著作物の複製配布」が一般規定

の対象になれば、権利者の損失は計り知れない規模に膨らむ恐れがある。権利処理の

実務が既に確立されている領域において一般規定を導入し、その実務の変更を強いる

ことには、合理性がないと考える。

４．その他の検討課題

・ 「関連条約との整合性」で、著作権法上の規定を検討する場合、規定のタイプにかか

わらず、ベルヌ条約等の国際条約に定められたスリーステップテストの「特別の場合」

「著作物の通常の利用を妨げない」「著作者の正当な利益を不当に害しない」という３

つの判断基準を厳格に適用すべきである。

・ 中間まとめでも「著作財産権の制限と著作者人格権の制限との関係に係る現行著作権

法の考え方に十分留意しながら、慎重に検討する必要があると考えられる。」とされて

いる。この問題をどのように解決するのか。経済的な権利である著作権と人格的な権
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利である著作者人格権とは、大きく性格を異にするものであるので、「著作者人格権に

影響を及ぼすものと解釈してはならない」旨の著作権法第５０条の適用を前提とすべ

きである。

・ ７月２２日の法制問題小委員会で、一部の委員から「条文的なものは出せないのか」

といった指摘・質問があった。事務局は条文案を示すのは難しいとの見解だったが、

日本弁護士連合会からも意見が寄せられているように、本件は規定ぶりが非常に重要

である。同日の法制問題小委員会でも指摘されたように、類型的にもまとまっていな

いものを、そのまま条文化した場合、どのような規定ぶりになるか予測不能である。

適用範囲の明確化のためには、法制問題小委員会で具体的な条文案の議論をした上で、

これを公表してから、意見募集、さらにヒアリング等を行い、広く国民の意見を聞く

べきだ。

以 上


















